
い
。

	
	

　

二
、
常
任
委
員
会
は
、
直
轄
部
の
活
動
状
況
の
補
足
を
資
料
と
し

て
提
出
で
き
る
。

	
	

　

三
、
代
表
委
員
会
に
お
け
る
地
位
の
継
続
に
係
る
議
案
は
、
投
票

に
よ
り
、出
席
委
員
の
過
半
数
で
こ
れ
を
決
す
る
。
可
否
同
数
の
と
き
は
、

議
長
の
決
す
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

	
	

　

四
、
直
轄
部
た
る
地
位
の
継
続
に
係
る
議
案
を
可
決
し
た
と
き
は
、

直
轄
部
と
し
て
一
年
間
活
動
し
た
と
み
な
さ
れ
、
さ
ら
に
、
直
轄
部
た
る

地
位
を
時
期
も
引
き
続
い
て
継
続
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

	
	

　

五
、
直
轄
部
た
る
地
位
の
継
続
に
係
る
議
案
が
否
決
さ
れ
た
と
き

は
、続
け
て
当
該
地
位
の
失
効
に
つ
き
議
決
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

三
分
の
二
以
上
の
賛
成
を
以
て
、
当
該
地
位
は
失
効
さ
れ
る
。
但
し
、
失

効
さ
れ
な
か
っ
た
場
合
で
も
、
継
続
が
否
決
さ
れ
て
い
る
以
上
、
一
年
間

活
動
し
な
か
っ
た
と
は
み
な
さ
れ
な
い
。

第
十
二
条　

前
条
に
定
め
る
継
続
を
可
決
さ
れ
た
場
合
も
し
く
は
、
否
決
さ
れ
た

が
直
轄
部
と
し
て
の
地
位
は
失
効
さ
れ
な
か
っ
た
場
合
は
、
当
該
年
度
の

一
月
一
日
よ
り
一
年
間
を
有
効
期
間
と
し
て
直
轄
部
た
る
地
位
を
継
続
で

き
る
。

第
十
三
条　

直
轄
部
は
、
直
轄
部
登
録
又
は
継
続
登
録
の
有
効
期
間
中
、
常
任
委

員
会
の
監
督
の
下
に
お
か
れ
る
。

第
十
四
条　

直
轄
部
は
、
随
時
常
任
委
員
会
が
提
出
を
命
じ
た
書
類
を
、
速
や
か

に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
五
条　

一
、
直
轄
部
は
代
表
委
員
会
、
体
育
部
役
員
会
及
び
部
長
会
議
の
す

べ
て
の
会
議
に
毎
回
出
席
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
但
し
、
議
決
権
及
び

予
算
請
求
権
は
、
い
か
な
る
会
議
に
お
い
て
も
こ
れ
を
認
め
な
い
。

	
	

二
、
部
長
が
就
任
し
て
い
な
い
直
轄
部
は
部
長
会
議
の
出
席
の
義
務

が
免
除
さ
れ
る
。

第
十
六
条　

直
轄
部
が
、
体
育
部
全
体
の
利
益
を
害
す
る
行
為
を
な
し
た
と
き
、

代
表
委
員
会
は
投
票
に
よ
り
出
席
委
員
の
三
分
の
二
以
上
の
賛
成
を
以
て

当
該
地
位
を
失
効
さ
れ
る
。
但
し
、
発
議
は
十
分
な
資
料
を
以
て
な
さ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
七
条　

一
、
常
任
委
員
会
は
、
第
十
四
条
に
規
定
す
る
書
類
の
未
提
出
又
は

提
出
の
遅
滞
が
甚
だ
し
い
程
度
に
お
い
て
な
さ
れ
た
と
き
に
、
直
轄
部
に

対
し
て
速
や
か
に
提
出
す
る
こ
と
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

	
	

　

二
、
常
任
委
員
会
は
第
十
五
条
に
規
定
す
る
会
議
の
欠
席
が
甚
だ

し
い
程
度
に
お
い
て
な
さ
れ
た
と
き
に
、
直
轄
部
に
対
し
て
改
善
す
る
様

指
導
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

	
	

　

三
、
常
任
委
員
会
は
前
二
項
に
基
づ
い
て
な
さ
れ
た
指
導
の
経
過

を
代
表
委
員
会
に
報
告
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
十
八
条　

直
轄
部
は
代
表
委
員
会
の
承
認
を
得
な
け
れ
ば
当
該
地
位
を
放
棄
す

る
こ
と
は
で
き
な
い
。

第
十
九
条　

一
、
直
轄
部
登
録
の
開
始
か
ら
二
年
間
活
動
を
行
っ
た
と
み
な
さ
れ

る
直
轄
部
は
、
新
規
加
盟
申
請
及
び
参
考
資
料
類
を
添
え
て
、
常
任
委
員

会
に
対
し
て
体
育
部
へ
の
新
規
加
盟
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

	
	

　

二
、
新
規
加
盟
の
申
請
は
、
一
月
一
日
よ
り
三
十
日
以
内
に
行
わ

な
け
れ
ば
、
こ
れ
を
受
理
し
な
い
。

第
二
十
条　

一
、
常
任
委
員
会
は
前
条
の
参
考
書
類
に
基
づ
い
て
審
査
し
適
当
と

認
め
ら
れ
た
と
き
は
、
そ
の
年
度
の
二
月
の
代
表
委
員
会
に
そ
の
経
過
を

報
告
す
る
と
と
も
に
、
新
規
加
盟
の
可
否
を
議
案
と
し
て
提
出
す
る
。
但

し
、
当
該
議
案
の
可
否
は
投
票
に
よ
っ
て
出
席
委
員
の
三
分
の
二
以
上
の

体
育
部
新
規
加
盟
に
関
す
る
細
則

昭
和
五
十
六
年
一
月
一
日
施
行

平
成
十
二
年
五
月
二
十
二
日
改
正

第
一
条　

東
北
大
学
学
友
会
体
育
部
規
約
第
４
章
に
定
め
る
加
盟
手
続
き
に
つ
い

て
は
、
こ
の
細
則
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

第
二
条　

こ
の
細
則
は
常
任
委
員
会
に
よ
っ
て
直
接
に
直
轄
せ
ら
れ
る
組
織
（
以

下
「
直
轄
部
」と
い
う
）へ
の
加
入
、
直
轄
部
た
る
地
位
の
継
続
及
び
体
育

部
へ
の
新
規
加
盟
に
関
す
る
手
続
き
並
び
に
直
轄
部
の
権
利
、
義
務
に
つ

い
て
定
め
た
も
の
で
あ
る
。

第
三
条　

い
か
な
る
団
体
も
、
直
轄
部
た
る
地
位
を
経
な
け
れ
ば
、
新
た
に
体
育

部
に
加
盟
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

第
四
条　

一
、
す
べ
て
の
団
体
は
、
加
入
申
請
及
び
参
考
書
類
を
添
え
て
、
常
任

委
員
会
に
対
し
て
直
轄
部
へ
の
加
入
を
求
め
る
申
請
を
行
う
こ
と
が
で
き

る
。

	
	

二
、
仮
加
入
の
申
請
は
、
四
月
一
日
以
降
六
十
一
日
以
内
に
行
わ
な

け
れ
ば
、
こ
れ
を
受
理
し
な
い
。

第
五
条　

一
、
常
任
委
員
会
は
前
条
の
参
考
書
類
に
基
づ
い
て
審
査
す
る
。
適
当

と
認
め
ら
れ
た
と
き
は
、
申
請
団
体
は
、
直
轄
部
へ
の
仮
加
入
が
認
め
ら

れ
、
常
任
委
員
会
の
指
導
の
下
に
置
か
れ
る
。

	
	

二
、
加
入
が
認
め
ら
れ
た
と
き
は
、
常
任
委
員
会
は
、
そ
の
年
度
の

六
月
の
代
表
委
員
会
に
そ
の
経
過
を
報
告
す
る
。

第
六
条　

第
十
四
条
か
ら
第
十
七
条
ま
で
の
規
定
は
、
仮
加
入
が
認
め
ら
れ
た
団

体
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
適
用
し
な
い
。

第
七
条　

一
、
代
表
委
員
会
は
、
審
査
期
間
中
、
仮
加
入
団
体
の
活
動
を
調
査
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

	
	

二
、一
項
の
調
査
の
結
果
は
、
代
表
委
員
会
全
構
成
員
に
報
告
さ
れ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

	
	

三
、
常
任
委
員
会
は
一
項
に
定
め
る
代
表
委
員
の
毎
月
の
調
査
の
結

果
を
当
該
仮
加
入
団
体
に
報
告
し
、
問
題
点
を
指
摘
さ
れ
て
い
る
場
合
は

改
善
す
る
様
指
導
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
八
条　

一
、
常
任
委
員
会
は
当
該
年
度
の
十
二
月
の
代
表
委
員
会
に
、
仮
加
入

団
体
の
本
加
入
の
可
否
を
議
案
と
し
て
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

	
	

二
、
代
表
委
員
会
に
お
け
る
本
加
入
に
係
る
議
案
は
、
投
票
に
よ
り

出
席
委
員
の
過
半
数
で
こ
れ
を
決
す
る
。
可
否
同
数
の
と
き
は
議
長
の
決

す
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

	
	

三
、
代
表
委
員
会
が
本
加
入
に
係
る
議
案
を
可
決
し
た
と
き
は
、
仮

加
入
団
体
は
直
轄
部
に
本
加
入
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い

て
は
直
ち
に
所
定
の
登
録
手
続
き
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

	
	

四
、
本
加
入
に
係
る
議
案
を
否
決
さ
れ
た
場
合
は
、
仮
加
入
団
体
た

る
地
位
も
失
効
す
る
。

第
九
条　

直
轄
部
登
録
は
、
一
年
間
を
そ
の
有
効
期
間
と
し
、
代
表
委
員
会
で
本

加
入
が
認
め
ら
れ
た
年
度
の
一
月
一
日
よ
り
、
こ
れ
を
開
始
す
る
。

第
十
条　

一
、
代
表
委
員
会
は
審
査
期
間
中
、
直
轄
部
の
活
動
を
審
査
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

	
	

二
、一
項
の
調
査
結
果
は
、
代
表
委
員
会
全
構
成
員
及
び
直
轄
部
に
報

告
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
一
条　

一
、
常
任
委
員
会
は
当
該
年
度
の
十
二
月
の
代
表
委
員
会
に
、
直
轄

部
た
る
地
位
の
継
続
の
可
否
を
議
案
と
し
て
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
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東
北
大
学
学
友
会
体
育
部
規
約

平
成
二
年
十
一
月
二
十
一
日
改
正

　
　
　
　

第
一
章
　
総
則

第
一
条　

こ
の
規
約
は
、
東
北
大
学
学
友
会
会
則
第
七
条
に
基
づ
い
て
定
め
る
も

の
で
あ
る
。

第
二
条　

東
北
大
学
学
友
会
体
育
部
は
、
本
学
に
お
け
る
体
育
の
振
興
と
発
展
を

図
る
こ
と
に
よ
っ
て
学
生
生
活
の
充
実
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す

る
。

　
　
　
　
第
二
章
　
組
織

第
三
条　

体
育
部
に
次
の
組
織
を
お
く
。

	
	

１
．
代
表
委
員
会　

２
．
常
任
委
員
会　

３
．
実
行
委
員
会　

４
．

部
長
会
議　

５
．
体
育
部
役
員
会

　
　
　
　
第
一
節
　
代
表
委
員
会

第
四
条　

代
表
委
員
会
は
、
体
育
部
の
決
議
機
関
で
あ
り
、
各
部
は
こ
の
決
定
に

従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
但
し
、
重
要
事
項
に
つ
い
て
は
、
体
育
部
役

員
会
の
承
認
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
五
条　

重
要
事
項
は
、
次
の
よ
う
に
規
定
す
る
。

	
	

１
．
代
表
委
員
五
名
以
上
が
重
要
事
項
で
あ
る
と
申
し
出
た
場
合

	
	

２
．
常
任
委
員
会
で
重
要
事
項
と
決
定
さ
れ
た
場
合

	
	

３
．
そ
の
他
、
特
に
重
要
事
項
と
認
め
た
場
合

第
六
条　

代
表
委
員
会
は
、
体
育
部
所
属
の
部
、
各
一
名
の
代
表
に
よ
っ
て
構
成

さ
れ
る
。

第
七
条　

各
部
は
、
代
表
委
員
一
名
を
適
宜
選
出
し
、
常
任
委
員
会
に
報
告
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
八
条　

代
表
委
員
会
の
議
長
は
、
代
表
委
員
会
に
お
い
て
選
出
さ
れ
る
。

第
九
条　

代
表
委
員
会
は
、
代
表
委
員
の
三
分
の
二
以
上
の
出
席
の
会
議
に
お
い

て
、
過
半
数
を
も
っ
て
議
決
す
る
。
但
し
、
重
要
事
項
の
議
決
に
つ
い
て

は
、
出
席
者
の
三
分
の
二
以
上
を
必
要
と
す
る
。

第
十
条　

委
任
状
は
、
こ
れ
を
認
め
な
い
が
、
全
権
を
委
任
で
き
る
代
理
の
出
席

は
認
め
る
。

第
十
一
条　

体
育
部
の
事
業
は
、
本
委
員
会
に
お
い
て
決
定
す
る
。

第
十
二
条　

代
表
委
員
会
は
原
則
と
し
て
月
一
回
、
代
表
委
員
会
議
長
が
、
こ
れ

を
招
集
す
る
。
但
し
左
記
の
場
合
は
臨
時
に
召
集
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

	
	

　

１
．
代
表
委
員
五
名
以
上
の
要
求
が
あ
っ
た
場
合

	
	

　

２
．
常
任
委
員
会
が
招
集
を
決
定
し
た
場
合

	
	

　

３
．
常
任
委
員
長
が
必
要
と
認
め
た
場
合

　
　
　
　
第
二
節
　
常
任
委
員
会

第
十
三
条　

常
任
委
員
会
は
、代
表
委
員
会
の
決
議
事
項
及
び
事
務
を
執
行
す
る
。

第
十
四
条　

一
、
常
任
委
員
は
、
代
表
委
員
会
の
承
認
に
よ
り
選
出
さ
れ
る
。

	
		　

二
、
代
表
委
員
会
は
、
代
表
委
員
会
及
び
常
任
委
員
会
の
正
常
な
活

動
を
阻
害
し
た
、
も
し
く
は
阻
害
す
る
処
の
あ
る
常
任
委
員
を
罷
免
す
る

こ
と
が
で
き
る
。
罷
免
の
発
議
は
、
代
表
委
員
及
び
常
任
委
員
長
の
告
発

を
も
っ
て
す
る
。

第
十
五
条　

常
任
委
員
は
、
常
任
委
員
会
を
組
織
し
、
職
務
分
担
の
た
め
の
若
干

の
部
局
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。

第
十
六
条　

常
任
委
員
会
に
は
次
の
役
職
を
置
く
。

	
	

　

１
．
常
任
委
員
長　

一
名

賛
成
を
要
す
。

	
	

　

二
、
前
項
の
代
表
委
員
会
に
お
い
て
可
決
し
た
と
き
は
、
常
任
委

員
会
は
そ
の
旨
を
当
該
年
度
の
体
育
部
役
員
会
に
報
告
す
る
。
こ
の
役
員

会
に
お
い
て
承
認
さ
れ
た
と
き
は
、
そ
の
旨
を
当
該
年
度
の
学
友
会
全
学

協
議
会
に
報
告
す
る
。

	
	

　

三
、
新
規
加
盟
に
つ
き
当
該
年
度
の
全
学
協
議
会
に
お
い
て
承
認

を
得
た
と
き
は
、
申
請
直
轄
部
は
、
そ
の
承
認
を
以
て
体
育
部
へ
の
新
規

加
盟
が
開
始
さ
れ
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
遅
滞
な
く
所
定
の
登
録

手
続
き
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

	
	

　

四
、
新
規
加
盟
審
査
の
過
程
に
お
い
て
、
い
ず
れ
か
の
承
認
が
欠

け
た
場
合
、
第
十
一
条
に
規
定
す
る
審
査
を
受
け
新
た
に
一
年
間
活
動
し

た
と
み
な
さ
れ
た
後
で
な
け
れ
ば
、
再
び
新
規
加
盟
申
請
を
行
う
こ
と
が

で
き
な
い
。

第
二
十
一
条　

学
友
会
予
算
は
、
学
友
会
全
学
協
議
会
で
新
規
加
盟
が
認
め
ら
れ

た
次
年
度
よ
り
こ
れ
を
配
分
さ
れ
る
。

第
二
十
二
条　

こ
の
細
則
の
改
正
は
東
北
大
学
学
友
会
体
育
部
規
約
第
五
条
第
三

号
に
規
定
す
る
重
要
事
項
と
す
る
。

附
則

１　

本
細
則
は
、
昭
和
五
十
六
年
一
月
一
日
よ
り
発
効
す
る
。

附
則
（
昭
和
六
十
年
五
月
十
六
日
改
正
）

１　

こ
の
細
則
は
、
昭
和
六
十
年
五
月
十
六
日
か
ら
施
行
す
る
。

２　

こ
の
細
則
に
基
づ
い
て
常
任
委
員
会
内
規
を
別
に
定
め
る
。
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第
三
十
四
条　

役
員
会
の
成
立
に
は
、
少
な
く
と
も
左
記
の
出
席
が
必
要
と
さ
れ

る
。

	
	

　

１
．
体
育
部
長
（
又
は
体
育
部
副
部
長
）　

一
名

	
	

　

２
．
各
部
部
長
（
又
は
副
部
長
）　

過
半
数

	
	

　

３
．
理
事　

一
名　

	
	

　

４
．
学
生
委
員　

一
名

	
	

　

５
．
代
表
委
員　

過
半
数

第
三
十
五
条　

役
員
会
は
、
年
一
回
体
育
部
長
が
こ
れ
を
招
集
す
る
。
但
し
、
左

記
の
場
合
は
臨
時
に
招
集
さ
れ
る
。

	
	

　

１
．
代
表
委
員
会
か
ら
要
請
が
あ
っ
た
場
合

	
	

　

２
．
体
育
部
長
が
必
要
と
認
め
た
場
合

第
三
十
六
条　

体
育
部
役
員
会
の
議
長
は
、
体
育
部
長
（
又
は
体
育
部
副
部
長
）

が
こ
れ
を
務
め
る
。

第
三
十
七
条　

役
員
会
に
お
け
る
議
決
権
は
、各
部
部
長
（
又
は
副
部
長
）、理
事
、

学
生
委
員
、
代
表
委
員
が
各
一
票
有
す
る
も
の
と
し
、
過
半
数
を
も
っ
て

議
決
す
る
。
但
し
、
可
否
同
数
の
際
は
、
議
長
の
議
決
に
よ
る
。

　
　
　
　
第
三
章
　
会
計

第
三
十
八
条　

体
育
部
の
会
計
は
、学
友
会
会
則
会
計
の
章
に
準
じ
て
行
わ
れ
る
。

第
三
十
九
条　

体
育
部
の
経
費
は
、
学
友
会
全
学
協
議
会
で
決
定
さ
れ
た
予
算
及

び
そ
の
他
の
収
入
に
よ
っ
て
充
当
す
る
。

第
四
十
条　

体
育
部
の
予
算
は
、
新
年
度
に
、
各
部
に
割
り
当
て
ら
れ
る
。
但
し
、

配
分
方
法
に
つ
い
て
は
、
常
任
委
員
会
が
活
動
実
績
並
び
に
実
情
実
績
・

企
画
等
を
認
知
の
上
、
原
案
を
作
成
し
、
代
表
委
員
に
諮
り
、
こ
れ
を
決

定
す
る
。

第
四
十
一
条　

各
部
の
会
計
監
査
は
、
常
任
委
員
会
会
計
局
が
あ
た
る
。

第
四
十
二
条　

各
部
の
会
計
報
告
は
、
毎
年
二
月
の
常
任
委
員
会
に
報
告
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　
　
　
第
四
章
　
加
盟
、
廃
止
、
統
合
手
続
き

第
四
十
三
条　

体
育
部
に
加
盟
し
、
又
は
廃
止
、
統
合
し
よ
う
と
す
る
団
体
は
、

必
要
書
類
を
常
任
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
四
十
四
条　

常
任
委
員
会
は
、
前
条
書
類
の
提
出
を
受
け
、
こ
れ
を
審
査
し
適

当
と
認
め
た
場
合
は
次
期
代
表
委
員
会
に
議
案
と
し
て
提
出
し
可
決
を
決

す
る
。

第
四
十
五
条　

前
条
に
お
い
て
可
決
し
た
場
合
は
、
学
友
会
全
学
協
議
会
に
報
告

し
、
そ
の
承
認
を
得
た
場
合
は
加
盟
又
は
廃
止
、
統
合
す
る
こ
と
が
で
き

る
。

　
　
　
　
第
五
章
　
附
則

第
四
十
六
条　

規
約
改
正
は
、
重
要
事
項
と
す
る
。

第
四
十
七
条　

こ
の
規
約
に
基
づ
い
て
細
則
を
別
に
定
め
る
。

第
四
十
八
条　

本
規
約
は
、
代
表
委
員
会
及
び
体
育
部
役
員
会
の
承
認
を
得
た
昭

和
五
十
四
年
一
月
二
十
七
日
よ
り
発
効
す
る
も
の
と
す
る
。

	
	

　

２
．
副
委
員
長　

若
干
名

	
	

　

３
．
局
長　

若
干
名

第
十
七
条　

常
任
委
員
長
は
、
常
任
委
員
会
を
代
表
し
、
会
務
を
掌
握
す
る
。
又
、

職
務
分
担
を
決
定
す
る
。

第
十
八
条　

常
任
委
員
長
は
、
常
に
学
友
会
中
央
会
及
び
体
育
部
役
員
会
、
東
北

地
区
大
学
体
育
連
盟
と
の
連
絡
競
技
に
あ
た
り
、
円
滑
な
体
育
部
運
営
を

は
か
る
た
め
、
左
記
の
役
員
を
兼
ね
る
も
の
と
す
る
。

	
	

　

１
．
学
友
会
中
央
会
体
育
部
学
生
委
員　

二
名

	
	

　

２
．
体
育
部
役
員
会
学
生
委
員　

二
名

	
	

　

３
．
東
北
地
区
大
学
体
育
連
盟
常
任
幹
事　

一
名

第
十
九
条　

常
任
委
員
会
は
、
第
二
条
の
目
的
達
成
の
た
め
、
各
部
活
動
の
監
督

及
び
会
計
監
査
を
行
う
。

第
二
十
条　

常
任
委
員
会
は
、
各
部
よ
り
事
業
届
、
行
事
決
定
を
提
出
さ
せ
、
施

行
後
は
実
施
状
況
報
告
を
提
出
さ
せ
る
。

第
二
十
一
条　

常
任
委
員
会
は
、
各
部
在
籍
部
名
名
簿
の
提
出
さ
れ
な
い
部
へ
の

予
算
の
執
行
を
、
こ
れ
が
あ
る
ま
で
中
止
す
る
も
の
と
す
る
。
な
お
、
部

員
名
簿
の
提
出
は
、
四
月
下
旬
及
び
十
月
上
旬
と
す
る
。

　
　
　
　
第
三
節
　
実
行
委
員
会

第
二
十
二
条　

実
行
委
員
会
は
、
体
育
部
の
事
業
を
行
う
た
め
に
組
織
さ
れ
る
委

員
会
で
あ
る
。

第
二
十
三
条　

実
行
委
員
会
は
、
常
任
委
員
が
こ
れ
を
必
要
と
認
め
た
場
合
、
第

十
一
条
に
基
づ
き
発
足
す
る
。

第
二
十
四
条　

実
行
委
員
は
、
各
部
か
ら
一
名
ず
つ
推
薦
さ
れ
る
。
但
し
、
代
表

委
員
又
は
常
任
委
員
の
兼
任
を
妨
げ
な
い
。

第
二
十
五
条　

実
行
委
員
の
任
期
は
原
則
と
し
て
一
年
と
す
る
。
但
し
、
重
任
を

妨
げ
な
い
。

第
二
十
六
条　

実
行
委
員
長
は
実
行
委
員
会
で
互
選
さ
れ
る
。
但
し
、
代
表
委
員

会
の
承
認
を
必
要
と
す
る
。

第
二
十
七
条　

実
行
委
員
会
は
、活
動
を
代
表
委
員
会
に
報
告
す
る
義
務
を
負
う
。

ま
た
、
そ
の
活
動
は
必
要
性
に
応
じ
て
代
表
委
員
会
の
承
認
を
得
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

　
　
　
　
第
四
節
　
部
長
会
議

第
二
十
八
条　

部
長
会
議
は
、
代
表
委
員
の
顧
問
的
役
割
を
果
た
す
。

第
二
十
九
条　

部
長
会
議
は
、
体
育
部
長
、
各
部
部
長
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
。

第
三
十
条　

部
長
会
議
は
、
必
要
に
応
じ
て
体
育
部
長
が
こ
れ
を
招
集
す
る
。

第
三
十
一
条　

部
長
会
議
の
議
長
は
、
体
育
部
長
が
こ
れ
を
務
め
る
。

　
　
　
　
第
五
節
　
体
育
部
役
員
会

第
三
十
二
条　

体
育
部
役
員
会
は
、
体
育
部
の
重
要
事
項
に
つ
い
て
最
終
決
定
す

る
機
関
と
す
る
。

第
三
十
三
条　

本
役
員
会
は
、
東
北
大
学
学
友
会
細
則
第
十
条
に
基
づ
き
、
次
の

役
員
及
び
代
表
委
員
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
。

	
	

　

１
．
体
育
部
長

	
	

　

２
．
体
育
部
副
部
長

	
	

　

３
．
各
部
部
長

	
	

　

４
．
理
事

	
	

　

５
．
幹
事

	
	

　

６
．
学
生
委
員

	
	

　

７
．
代
表
委
員

	

　

た
だ
し
、
バ
ス
ケ
ッ
ト
ボ
ー
ル
部
・
バ
レ
ー
ボ
ー
ル
部
に
関
し
て
は
、

部
で
一
票
の
議
決
権
を
有
す
る
も
の
と
す
る
。
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東
北
大
学
学
友
会
体
育
部

　
四
賞
並
び
に
学
友
会
長
賞
授
与
規
定

平
成
二
十
一
年
五
月
十
四
日
改
正

　
　
　
　
黒
川
杯

（
由
来
）

一
、
黒
川
杯
は
、
東
北
大
学
第
十
代
学
長
、
黒
川
利
雄
先
生
の
御
意
志
に
基
づ
き
、

昭
和
四
十
一
年
十
二
月
に
創
設
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
創
設
以
来
、
東
北

大
学
学
友
会
応
援
団
（
以
下
「
応
援
団
」と
い
う
）が
こ
れ
を
主
催
し
て
い

た
が
、
昭
和
五
十
七
年
度
よ
り
東
北
大
学
学
友
会
体
育
部
（
以
下
「
体
育

部
」と
い
う
）の
主
催
と
な
っ
た
。

（
目
的
）

二
、
東
北
大
学
に
お
け
る
体
育
活
動
の
振
興
と
ス
ポ
ー
ツ
レ
ベ
ル
の
全
体
的
向
上

を
目
的
と
す
る
。

（
組
織
）

三
、
主
催
は
体
育
部
と
し
、
審
査
及
び
式
典
の
運
営
は
、
東
北
大
学
学
友
会
体
育

部
常
任
委
員
会
（
以
下
「
常
任
委
員
会
」と
い
う
）と
応
援
団
が
こ
れ
を
行

う
。

（
受
賞
資
格
）

四
、
黒
川
杯
は
団
体
賞
と
し
体
育
部
所
属
運
動
部
を
受
賞
有
資
格
団
体
と
す
る
。

（
審
査
）

五
、
審
査
は
、
常
任
委
員
会
並
び
に
応
援
団
が
主
管
す
る
。

六
、
審
査
対
象
期
間
は
、
毎
年
一
月
一
日
か
ら
同
年
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
の
一

年
間
の
体
育
活
動
を
対
象
と
す
る
。
但
し
、
ス
ケ
ー
ト
、
ス
キ
ー
、
航
空

の
各
部
に
つ
い
て
は
、
そ
の
前
年
の
一
月
一
日
か
ら
十
二
月
三
十
一
日
ま

で
の
一
年
間
の
体
育
活
動
を
対
象
と
す
る
。

七
、
常
任
委
員
会
並
び
に
応
援
団
は
、
前
記
期
間
中
の
試
合
成
績
を
中
心
に
行
事

内
容
を
加
味
し
て
、
総
合
的
に
審
査
し
、
優
秀
な
一
団
体
を
選
出
し
、
東

北
大
学
学
友
会
体
育
部
代
表
委
員
会
（
以
下
「
代
表
委
員
会
」と
い
う
）が

こ
れ
を
決
定
す
る
。

（
授
与
式
典
）

八
、
授
与
式
典
は
毎
年
度
内
に
常
任
委
員
会
並
び
に
応
援
団
が
主
催
し
て
行
う
。

　
　
　
　
志
村
杯

（
由
来
）

一
、
志
村
杯
は
、
東
北
大
学
学
友
会
体
育
部
長
、
志
村
憲
助
先
生
の
御
退
官
に
あ

た
っ
て
、
先
生
の
御
意
志
に
基
づ
き
、
昭
和
五
十
七
年
に
創
設
さ
れ
た
も

の
で
あ
る
。

（
目
的
）

二
、
東
北
大
学
に
お
け
る
体
育
活
動
の
振
興
と
、
ス
ポ
ー
ツ
レ
ベ
ル
の
全
体
的
向

上
を
目
的
と
す
る
。

（
組
織
）

三
、
主
催
は
体
育
部
と
し
、
審
査
及
び
式
典
の
運
営
は
、
常
任
委
員
会
と
応
援
団

が
こ
れ
を
行
う
。

（
受
賞
資
格
）

四
、
志
村
杯
は
団
体
賞
と
し
体
育
部
所
属
運
動
部
を
受
賞
有
資
格
団
体
と
す
る
。

（
審
査
）

五
、
審
査
は
、
常
任
委
員
会
並
び
に
応
援
団
が
主
管
す
る
。

六
、
審
査
対
象
期
間
は
、
毎
年
一
月
一
日
か
ら
同
年
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
の
一

年
間
の
体
育
活
動
を
対
象
と
す
る
。
但
し
、
ス
ケ
ー
ト
、
ス
キ
ー
、
航
空

の
各
部
に
つ
い
て
は
、
そ
の
前
年
の
一
月
一
日
か
ら
十
二
月
三
十
一
日
ま

で
の
一
年
間
の
体
育
活
動
を
対
象
と
す
る
。

七
、
常
任
委
員
会
並
び
に
応
援
団
は
、
前
記
期
間
中
の
行
事
内
容
を
中
心
に
、
試

合
成
績
が
あ
る
と
き
は
そ
れ
も
加
味
し
て
総
合
的
に
審
査
し
、
優
秀
な
一

団
体
を
選
出
し
、
代
表
委
員
会
が
こ
れ
を
決
定
す
る
。

（
授
与
式
典
）

八
、
授
与
式
典
は
毎
年
度
内
に
常
任
委
員
会
並
び
に
応
援
団
が
主
催
し
て
行
う
。

　
　
　
　
学
友
会
長
賞

（
由
来
）

一
、
学
友
会
長
賞
は
、
黒
川
杯
の
精
神
に
基
づ
き
、
黒
川
杯
の
個
人
賞
と
し
て

昭
和
四
十
二
年
に
創
立
さ
れ
、
以
来
東
北
大
学
学
友
会
会
長
か
ら
授
与

さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
応
援
団
が
こ
れ
を
主
催
し
て
い
た
が
、
昭
和

五
十
七
年
度
よ
り
体
育
部
の
主
催
と
な
っ
た
。

（
目
的
）

二
、
東
北
大
学
に
お
け
る
体
育
活
動
の
振
興
と
ス
ポ
ー
ツ
レ
ベ
ル
の
全
体
的
向
上

を
目
的
と
す
る
。

（
組
織
）

三
、
主
催
は
体
育
部
と
し
、
審
査
及
び
式
典
の
運
営
は
、
常
任
委
員
会
と
応
援
団

が
こ
れ
を
行
う
。

（
受
賞
資
格
）

四
、
学
友
会
長
賞
は
、
個
人
賞
と
し
、
体
育
部
所
属
運
動
部
を
当
年
度
卒
部
見
込

の
者
を
受
賞
有
資
格
者
と
す
る
。

（
審
査
）

五
、
審
査
は
、
常
任
委
員
会
並
び
に
応
援
団
が
主
管
す
る
。

六
、
審
査
対
象
期
間
は
、
入
部
か
ら
卒
部
ま
で
の
体
育
活
動
を
対
象
と
す
る
。

七
、
常
任
委
員
会
並
び
に
応
援
団
は
、
前
記
期
間
中
の
各
個
人
の
実
績
を
総
合
的

に
審
査
し
、
優
秀
な
人
物
を
一
名
以
上
選
出
し
、
代
表
委
員
会
の
承
諾
を

受
け
た
後
、
東
北
大
学
学
友
会
会
長
が
こ
れ
を
決
定
す
る
。

（
授
与
式
典
）

八
、
授
与
式
典
は
毎
年
度
内
に
常
任
委
員
会
並
び
に
応
援
団
が
主
催
し
て
行
う
。

　
　
　
　
鈴
木
賞

（
由
来
）

一
、
鈴
木
賞
は
、
東
北
大
学
学
友
会
応
援
団
部
長
、
鈴
木
雅
洲
先
生
の
御
意
志
に

基
づ
き
昭
和
五
十
三
年
に
創
立
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
創
設
以
来
、
応
援

団
部
長
賞
の
名
称
で
応
援
団
が
こ
れ
を
主
催
し
て
い
た
が
、
昭
和
五
十
七

年
度
よ
り
体
育
部
の
主
催
と
な
っ
た
。

（
目
的
）

二
、
東
北
大
学
に
お
け
る
体
育
活
動
の
振
興
と
、
ス
ポ
ー
ツ
レ
ベ
ル
の
全
体
的
向

上
を
目
的
と
す
る
。

（
組
織
）

三
、
主
催
は
体
育
部
と
し
、
審
査
及
び
式
典
の
運
営
は
常
任
委
員
会
と
応
援
団
が

こ
れ
を
行
う
。

（
受
賞
資
格
）

四
、
鈴
木
賞
は
個
人
賞
と
し
、
体
育
部
所
属
運
動
部
員
の
う
ち
、
二
年
生
を
受
賞

有
資
格
者
と
す
る
。
但
し
、
ス
ケ
ー
ト
、
ス
キ
ー
、
航
空
の
各
部
員
に
つ

い
て
は
、
三
年
生
を
受
賞
有
資
格
者
と
す
る
。

（
審
査
）

五
、
審
査
は
、
常
任
委
員
会
並
び
に
応
援
団
が
主
管
す
る
。

北雄 No.65　174175　北雄 No.65



六
、
審
査
対
象
期
間
は
、
入
部
か
ら
入
部
し
た
年
度
の
次
年
度
十
二
月
末
日
ま
で

の
体
育
活
動
を
対
象
と
す
る
。
但
し
、
ス
ケ
ー
ト
、
ス
キ
ー
、
航
空
の
各

部
員
に
つ
い
て
は
、
入
部
か
ら
入
部
し
た
年
度
の
次
年
度
末
日
ま
で
の
体

育
活
動
を
対
照
と
す
る
。

七
、
常
任
委
員
会
並
び
に
応
援
団
は
、
前
記
期
間
中
の
各
個
人
の
実
績
を
総
合
的

に
審
査
し
、
優
秀
な
人
物
を
一
名
以
上
選
出
し
、
代
表
委
員
会
が
こ
れ
を

決
定
す
る
。

（
授
与
式
典
）

八
、
授
与
式
典
は
毎
年
度
内
に
常
任
委
員
会
並
び
に
応
援
団
が
主
催
し
て
行
う
。

　
　
　
　
大
谷
賞

（
由
来
）

一
、
大
谷
賞
は
、
東
北
大
学
主
管
で
行
わ
れ
た
第
二
十
六
回
国
立
七
大
学
総
合

体
育
大
会
に
お
け
る
、
東
北
大
学
の
総
合
優
勝
を
記
念
し
て
、
第
四
代

東
北
大
学
学
友
会
体
育
部
長
、
大
谷
茂
盛
先
生
の
御
発
意
に
基
づ
き
昭
和

六
十
二
年
度
に
創
設
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

（
目
的
）

二
、
東
北
大
学
に
お
け
る
体
育
活
動
の
振
興
と
ス
ポ
ー
ツ
レ
ベ
ル
の
全
体
的
向
上

を
目
的
と
す
る
。

（
組
織
）

三
、
主
催
は
体
育
部
と
し
、
式
典
の
運
営
は
常
任
委
員
会
と
応
援
団
が
こ
れ
を
行

う
。

（
受
賞
資
格
）

四
、
大
谷
賞
は
、
団
体
賞
と
し
、
毎
年
行
わ
れ
る
国
立
七
大
学
総
合
体
育
大
会
に

正
式
参
加
し
、
優
勝
し
た
部
を
受
賞
団
体
と
す
る
。
但
し
、
競
技
種
目
が

男
女
別
れ
る
場
合
は
、
別
個
に
表
彰
す
る
。

（
授
与
式
典
）

五
、
授
与
式
典
は
毎
年
度
内
に
常
任
委
員
会
並
び
に
応
援
団
が
主
催
し
て
行
う
。

　
　
　
　
附
則

一
、
本
四
賞
並
び
に
大
谷
賞
の
改
正
は
、
重
要
事
項
で
あ
る
。

二
、
こ
の
規
定
は
平
成
五
年
十
二
月
九
日
か
ら
施
行
し
、
平
成
六
年
一
月
一
日
か

ら
適
用
す
る
。

体
育
部
加
盟
団
体
の
処
分
に
関
す
る
細
則

平
成
二
十
四
年
六
月
十
二
日
改
正

第
一
条　

東
北
大
学
学
友
会
体
育
部
規
約
第
四
章
に
定
め
る
廃
止
手
続
き
に
つ
い

て
は
、
こ
の
細
則
の
定
め
る
と
こ
ろ
と
す
る
。

第
二
条　

こ
の
細
則
は
体
育
部
に
加
盟
し
て
い
る
組
織
（
以
下｢

部｣

と
い
う
）と

し
て
ふ
さ
わ
し
く
な
い
も
の
の
降
格
（
部
を
体
育
部
新
規
加
盟
に
関
す
る

細
則
に
規
定
す
る
と
こ
ろ
の
直
轄
部
に
す
る
こ
と
）
お
よ
び
除
籍
（
加
盟

団
体
資
格
を
剥
奪
す
る
こ
と
）
お
よ
び
活
動
停
止
の
手
続
き
、
ま
た
、
降

格
さ
れ
た
も
の
の
昇
格
（
直
轄
部
を
部
と
す
る
こ
と
）
お
よ
び
除
籍
さ
れ

た
も
の
の
再
加
盟
（
除
籍
さ
れ
た
も
の
が
再
び
直
轄
部
と
な
る
こ
と
）
の

手
続
き
を
定
め
た
も
の
で
あ
る
。
以
下
、
処
分
と
は
降
格
お
よ
び
除
籍
お

よ
び
活
動
停
止
の
こ
と
を
指
す
。

第
三
条　

常
任
委
員
会
は
加
盟
団
体
の
活
動
状
況
を
常
時
把
握
し
、
対
外
的
に
看

過
で
き
な
い
事
故
・
事
件
な
ど
学
友
会
体
育
部
と
し
て
あ
る
ま
じ
き
行
為
、

体
育
部
全
体
の
利
益
を
害
す
る
行
為
を
し
た
体
育
部
加
盟
団
体
に
対
し
、

常
任
委
員
の
三
分
の
二
以
上
か
ら
の
発
議
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
代
表
委

員
会
に
対
し
て
関
係
資
料
を
添
え
，
加
盟
団
体
の
処
分
に
関
す
る
提
議
を

す
る
こ
と
が
で
き
る
。
処
分
と
は
、
降
格
お
よ
び
除
籍
お
よ
び
活
動
停
止

の
う
ち
一
つ
ま
た
は
複
数
を
指
す
。

第
四
条	

一
、
降
格
お
よ
び
除
籍
に
関
す
る
提
議
が
な
さ
れ
た
場
合
、
当
該
加
盟
団
体

は
代
表
委
員
会
に
お
い
て
、
二
名
以
上
の
部
の
代
表
者
が
出
席
し
、
提

議
に
対
す
る
見
解
を
表
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
見
解
の
表
明
が
な

い
場
合
に
は
異
議
は
な
い
も
の
と
み
な
す
。

二
、
降
格
お
よ
び
除
籍
に
関
す
る
提
議
が
な
さ
れ
た
場
合
、
代
表
委
員
会
は

必
要
な
ら
ば
当
該
団
体
の
活
動
を
調
査
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
五
条	

一
、
常
任
委
員
会
は
代
表
委
員
会
に
お
い
て
当
該
団
体
に
降
格
お
よ
び
除
籍

の
い
ず
れ
の
審
査
が
ふ
さ
わ
し
い
か
を
提
議
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

二
、
代
表
委
員
会
に
お
け
る
降
格
お
よ
び
除
籍
に
関
す
る
議
決
は
、
す
べ
て

無
記
名
投
票
を
以
っ
て
す
る
も
の
と
し
、
出
席
委
員
の
三
分
の
二
以
上

で
こ
れ
を
決
す
る
。

三
、
活
動
停
止
に
関
す
る
定
義
が
承
認
さ
れ
た
場
合
、
た
だ
ち
に
そ
の
処
分

は
効
力
を
発
す
る
も
の
と
す
る
。

四
、
代
表
委
員
会
に
お
い
て
処
分
に
関
す
る
提
議
が
承
認
さ
れ
た
場
合
、
そ

の
旨
を
当
該
年
度
の
体
育
部
役
員
会
に
報
告
す
る
。

五
、
第
四
項
の
体
育
部
役
員
会
に
お
い
て
承
認
さ
れ
た
場
合
に
は
そ
の
旨
を

全
学
協
議
会
に
報
告
す
る
。

六
、
当
該
年
度
の
全
学
協
議
会
に
お
い
て
降
格
ま
た
は
除
籍
に
関
す
る
提
議

が
承
認
さ
れ
た
場
合
、
そ
の
承
認
を
以
っ
て
処
分
は
決
定
す
る
も
の
と

す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
遅
滞
な
く
所
定
の
降
格
ま
た
は
除
籍

の
手
続
き
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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七
、	

代
表
委
員
会
、
体
育
部
役
員
会
、
全
学
協
議
会
に
お
い
て
降
格
ま
た
は

除
籍
の
提
議
が
否
決
さ
れ
た
場
合
に
お
い
て
も
、
常
任
委
員
会
、
代
表

委
員
会
は
当
該
団
体
の
活
動
に
対
し
て
指
導
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

第
六
条	

一
、	

降
格
さ
れ
た
部
は
直
轄
部
と
す
る
。
な
お
、
直
轄
部
の
権
利
な
ど
に
関

し
て
は
新
規
加
盟
に
関
す
る
細
則
に
従
う
。
降
格
さ
れ
て
か
ら
一
年
間

を
経
過
し
、
か
つ
、
降
格
の
原
因
と
な
っ
た
問
題
点
が
解
消
さ
れ
た
場

合
に
お
い
て
は
、
当
該
団
体
は
常
任
委
員
会
に
対
し
て
新
規
加
盟
に
関

す
る
申
請
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
申
請
が
認
め
ら
れ
た
場
合
、

当
該
団
体
は
最
低
二
年
間
体
育
部
新
規
加
盟
に
関
す
る
細
則
の
定
め
る

と
こ
ろ
の
審
査
を
受
け
る
も
の
と
す
る
。
再
加
盟
に
つ
い
て
は
体
育
部

新
規
加
盟
に
関
す
る
細
則
第
十
七
条
の
規
定
に
従
う
も
の
と
す
る
。

二
、	

除
籍
さ
れ
た
団
体
に
関
し
て
は
、
そ
の
後
二
年
間
は
新
規
加
盟
に
関
す

る
申
請
は
認
め
な
い
。
二
年
が
経
過
し
た
後
に
は
新
規
加
盟
に
関
す
る

申
請
を
常
任
委
員
会
に
提
出
す
る
事
が
で
き
る
。
な
お
、
こ
の
申
請
が

認
め
ら
れ
た
場
合
、
当
該
団
体
は
直
轄
部
仮
加
入
団
体
と
し
て
扱
い
、

以
降
の
審
査
は
体
育
部
新
規
加
盟
に
関
す
る
細
則
の
定
め
る
と
こ
ろ
と

す
る
。

三
、	

降
格
お
よ
び
除
籍
さ
れ
た
部
の
予
算
に
関
し
て
は
、
そ
の
提
議
が
可
決

さ
れ
た
年
度
に
つ
い
て
は
配
付
す
る
も
の
と
す
る
。

第
七
条　

こ
の
細
則
の
改
正
は
、
東
北
大
学
学
友
会
体
育
部
規
約
第
五
条
第
三
号

に
規
定
す
る
重
要
事
項
と
す
る
。

常
任
委
員
派
遣
に
関
す
る
細
則

令
和
三
年
六
月
十
七
日
改
正

第
一
条　

本
細
則
は
、
常
任
委
員
会
の
業
務
を
円
滑
に
執
行
す
る
た
め
、
東
北
大

学
学
友
会
体
育
部
規
約
第
二
章
第
二
節
に
あ
る
常
任
委
員
選
出
手
続
き

に
つ
い
て
定
め
た
も
の
で
あ
る
。

第
二
条　

一
、
常
任
委
員
会
は
、本
細
則
に
基
づ
き
、学
友
会
体
育
部
正
規
加
盟
団
体
（
以

下
、「
部
」と
い
う
。）に
対
し
て
常
任
委
員
の
派
遣
要
請
を
行
う
こ
と
が
で

き
る
。

二
、
常
任
委
員
の
派
遣
要
請
を
行
え
る
部
数
は
、
各
年
度
十
八
を
上
限
と
す
る
。

た
だ
し
、
代
表
委
員
会
が
認
め
る
場
合
は
こ
の
限
り
で
は
な
い
。

三
、
常
任
委
員
の
派
遣
を
要
請
さ
れ
た
部
は
、
常
任
委
員
会
が
定
め
る
期
日
ま

で
に
常
任
委
員
を
一
名
派
遣
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
本
細

則
に
定
め
た
手
続
き
に
よ
っ
て
派
遣
義
務
が
免
除
さ
れ
た
場
合
は
こ
の

限
り
で
は
な
い
。

四
、
常
任
委
員
会
は
、
正
当
な
理
由
な
く
派
遣
義
務
を
履
行
し
な
か
っ
た
部

に
対
し
て
、
罰
則
を
科
す
こ
と
が
で
き
る
。

第
三
条　

以
下
に
示
す
理
由
が
あ
る
場
合
、
常
任
委
員
会
は
特
定
の
部
か
ら
の
自

主
的
な
常
任
委
員
の
派
遣
を
拒
否
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
、	

常
任
委
員
と
な
る
本
人
が
望
ん
で
い
な
い
場
合

二
、
当
該
部
に
所
属
す
る
当
該
学
年
の
常
任
委
員
が
二
名
を
超
え
る
場
合

三
、
そ
の
他
前
二
号
に
準
ず
る
正
当
な
理
由
が
あ
る
場
合
。

第
四
条

一
、
常
任
委
員
の
派
遣
を
行
う
こ
と
が
困
難
な
部
は
、
以
下
の
要
件
を
満
た

す
場
合
、
常
任
委
員
会
に
対
し
派
遣
義
務
の
免
除
を
申
請
す
る
こ
と
が

で
き
る
。

一
、
常
任
委
員
会
が
指
定
し
た
時
点
に
お
い
て
、
当
該
部
に
所
属
す
る

学
部
一
年
生
の
人
数
が
六
を
満
た
な
い
場
合

二
、
そ
の
他
前
号
に
準
ず
る
特
別
な
事
由
が
あ
る
場
合

二
、
派
遣
義
務
の
免
除
申
請
は
、
常
任
委
員
会
の
指
定
す
る
期
日
ま
で
に
行

わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

三
、
派
遣
義
務
の
免
除
申
請
は
、
常
任
委
員
会
に
よ
っ
て
審
議
さ
れ
、
前
々

項
の
要
件
を
満
た
す
と
認
め
ら
れ
た
場
合
、
こ
れ
を
受
理
さ
れ
る
。

第
五
条　

派
遣
さ
れ
た
常
任
委
員
が
正
当
な
理
由
な
く
任
期
満
了
前
に
辞
任
し
た

場
合
、
常
任
委
員
会
は
当
該
部
に
対
し
て
罰
則
を
科
す
こ
と
が
で
き
る
。

第
六
条　

	

一
、
常
任
委
員
会
は
、
別
表
１
に
従
っ
て
部
を
五
つ
の
グ
ル
ー
プ
に
分
け
、

よ
り
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
の
早
い
グ
ル
ー
プ
に
属
す
る
部
か
ら
順
に
常
任

委
員
の
派
遣
を
要
請
す
る
。

二
、
同
一
グ
ル
ー
プ
内
で
は
、
常
任
委
員
会
が
指
定
し
た
時
点
に
お
け
る
学

部
一
年
生
の
人
数
が
多
い
部
か
ら
順
に
常
任
委
員
の
派
遣
を
要
請
す
る
。
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最
終
派
遣
年
度
と
は
、当
該
部
か
ら
派
遣
さ
れ
任
期
を
満
了
し
た
常
任
委
員
が
、

最
後
に
派
遣
さ
れ
た
年
度
の
こ
と
を
い
う
。

　

新
た
に
正
規
加
盟
団
体
に
昇
格
し
た
部
は
、
グ
ル
ー
プ
Ａ
に
振
り
分
け
る
。

グループ  最終派遣年度

A  5年以上前

B  4年前

C  3年前

D  2年前

E  1年前

別表1
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編
集
後
記

　
私
は
北
雄
の
作
成
に
携
わ
ら
せ
て
い
た
だ

く
の
が
今
回
で
3
回
目
で
し
た
。
各
部
活
が

部
の
魅
力
を
表
現
し
よ
う
と
趣
向
を
凝
ら
し

て
作
成
し
た
文
章
や
写
真
は
、
見
応
え
が
あ

り
と
て
も
興
味
深
い
も
の
で
あ
っ
た
と
思
い

ま
す
。
私
も
運
動
部
に
所
属
し
て
い
る
た
め
、

北
雄
の
編
集
に
参
加
す
る
こ
と
で
様
々
な
部

活
の
熱
量
を
感
じ
良
い
刺
激
を
い
た
だ
き
、

非
常
に
有
意
義
な
活
動
と
な
り
ま
し
た
。

青
木 

祐
太
朗

　
北
雄
は
新
入
生
が
部
活
を
決
め
る
際
の
参

考
に
な
る
だ
け
で
な
く
、
東
北
大
学
の
ス
ポ
ー

ツ
が
ど
の
よ
う
に
盛
り
上
が
っ
て
い
る
の
か

を
感
じ
取
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
新
入
生
に

限
ら
ず
、
手
に
と
っ
て
読
ん
で
い
た
だ
け
る

と
嬉
し
い
で
す
。

佐
藤 

壮
真

　
北
雄
と
は
東
北
大
学
の
機
関
誌
と
し
て
毎

年
発
行
し
て
い
る
冊
子
で
、
各
部
活
動
か
ら

集
め
た
、
部
活
の
様
子
、
戦
績
、
名
物
部
員

な
ど
の
多
く
の
情
報
を
掲
載
し
て
い
ま
す
。

そ
ん
な
北
雄
の
編
集
に
今
回
は
携
わ
ら
せ
て

い
た
だ
き
大
変
光
栄
で
し
た
。
ぜ
ひ
こ
の
北

雄
を
読
ん
で
東
北
大
学
の
部
活
動
の
魅
力
に

気
づ
い
て
い
た
だ
き
た
い
な
と
思
い
ま
す
。

佐
藤 

雄
紀

　
今
年
も
北
雄
の
制
作
に
携
わ
り
、
新
入
生

の
皆
さ
ん
が
よ
り
大
学
生
活
を
充
実
し
た
も

の
に
す
る
た
め
の
手
助
け
が
で
き
る
こ
と
を

嬉
し
く
思
い
ま
す
。
各
体
育
部
が
時
間
を
か

け
て
完
成
さ
せ
た
ペ
ー
ジ
を
よ
り
多
く
の
新

入
生
の
皆
さ
ん
に
見
て
も
ら
え
た
ら
い
い
な

と
思
い
ま
す
！

澁
谷 

美
祈

　
北
雄
作
成
に
取
り
組
む
中
で
、
メ
ー
ル
の

書
き
方
や
フ
ァ
イ
ル
の
扱
い
方
な
ど
、
社
会

で
使
う
こ
と
が
で
き
る
ス
キ
ル
を
身
に
つ
け

る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
ま
た
、
広
報
局
に

所
属
し
て
い
な
け
れ
ば
知
る
こ
と
が
で
き
な

か
っ
た
で
あ
ろ
う
東
北
大
学
の
全
学
友
会
の

そ
れ
ぞ
れ
の
活
躍
に
つ
い
て
も
よ
く
知
る
こ

と
が
で
き
て
、
自
分
の
部
活
動
に
対
す
る
姿

勢
も
変
化
し
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。伊

藤 

　
明

　
北
雄
65
号
の
編
集
で
は
主
に
七
大
戦
に
出

場
す
る
旧
帝
国
大
学
の
七
大
戦
実
行
委
員
長

の
寄
稿
文
の
取
り
ま
と
め
を
担
当
し
ま
し
た
。

新
入
生
の
皆
さ
ん
に
少
し
で
も
七
大
戦
の
魅

力
が
伝
わ
れ
ば
幸
い
で
す
！

杉
野
　 

舞
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